
002012年１月１日発行

平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金
額の合計額が400万円以下で、公的年金等に係る
雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合に
は、所得税について確定申告の提出は不要となりま
した。

※上記に該当する人であっても、住民税の申告は必要で
す。
※上記に該当する人であっても、たとえば東日本大震災
による雑損控除や医療費控除などによる、所得税の還付
を受けるための確定申告書については提出することがで
きます。
※上記に該当する人であっても、たとえば上場株式等に
係る譲渡損失の繰越控除など、確定申告書の提出が控除
適用の要件となっている控除を受ける場合には、確定申
告書の提出が必要となります。
Z申告案内コールセンター　235- 9411

公的年金等に係る雑所得がある人へ
～所得税の確定申告不要制度創設～

川越税務署と町では、年金収入のみの人を対象に
確定申告書の書き方についての説明会を行います

【対象者】平成 23年中の収入が年金収入だけの人
【持ち物】◆印鑑・ボールペン・計算用具　◆平成 23
年分の公的年金等の源泉徴収票　◆生命保険・地震保険・
社会保険料控除証明書等　◆申告者本人の口座番号のわ
かるもの（還付金が発生した場合）　◆送付された申告
書※平成 22年度分以前の申告は受けられません。
Z税務課住民税係（H132 ～ 134）

年金受給者申告説明会と
申告説明会を行います

期日 地区 受付時間 会場

２月６日

上富
北永井
竹間沢
みよし台

午前９時～11時
午後１時～４時

役場３階
会議室

２月７日 藤久保
午前10時～正午
※受付は午前９
時30分～10時

藤久保公民館

川越税務署から申告に関するお知らせ 所得税の確定申告は、
自分で書いてお早めに！

消費税及地方消費税の確定申告と納税をお忘れなく

　消費税の納税義務が免除される課税期間の基準期間
（前々年）における課税売上高の適用上限は、１千万円
です。個人事業者の場合には、平成21年分の課税売上
高が１千万円を超える事業者の人は、消費税及び地方消
費税の確定申告と納税が４月２日までに必要です。
　なお、申告書は、できるだけ自分で作成し、早めの提
出と納税をお願いします。
Z申告案内コールセンター　235- 9411

新たに課税事業者となった
個人事業者の人へお知らせ

事業所得、不動産所得、山林所得のある人は注意

　事業所得や不動産所得、山林所得のある人で、確定申
告書を提出する人は、その年の総収入金額や必要経費の
内容を記載した収支内訳書を添付しなければなりません。
　用紙は、国税庁ホームページ（http：//www.nta.go.jp）か
らダウンロードできます。
　事前にできるだけ内訳書に自分で記入し、早めの提出
と納税にご協力ください。
Z申告案内コールセンター　 235- 9411

白色申告の人は
収支内訳書の添付が必要です
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東上パールビル案内図

■表1：申告相談日時･会場

期日 地区 受付時間 会場
相談できる
控除内容

２月10日～
　　　３月７日

町内全域
午前９時～11時
午後１時～３時

東上パールビル
地下１階

医療費控除　中途退職後、年末調整が済ん
でない人、または公的年金等の所得のみで、社
会保険料などの控除を受ける人

２月９日 上富・北永井
午前９時～11時
午後１時～４時

役場３階
会議室

医療費控除　住宅借入金等特別控除　寄
附金控除　中途退職後、年末調整が済んでな
い人、または公的年金等の所得のみで、社会保
険料などの控除を受ける人

２月10日･13日 藤久保

２月14日 竹間沢･みよし台

※土・日・祝日は除きます。午前の相談開始時間は9時30分からです。
※混雑の状況により、午前中に受付しても相談が午後になる場合があります。
※標記された以外の受付はできませんので、川越税務署で申告してください。
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又
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川越税務署申告案内コールセンター
（235）9411


